
　

平
成
22
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、
月
額
１
万
５
１
０
０
円
で

す
。

　

保
険
料
の
納
付
を
口
座
振
替
に

す
る
と
、
納
め
忘
れ
が
な
く
便
利

で
す
。
さ
ら
に
保
険
料
が
割
り
引

か
れ
る
、
お
得
な
前
納
や
早
割
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
前
納
制
度

　

保
険
料
の
１
年
分
ま
た
は
半
年

分
を
一
括
し
て
前
納
す
る
と
、
割

引
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

前
納
は
現
金
（
納
付
書
）
ま
た

は
口
座
振
替
で
行
え
、
口
座
振
替

の
前
納
は
、
現
金
の
前
納
に
比
べ

て
割
引
率
が
高
く
お
得
で
す
。

■
口
座
振
替
の
早
割
制
度

　

通
常
の
口
座
振
替
は
当
月
保
険

料
の
翌
月
引
き
落
と
し
で
す
が
、

早
割
は
当
月
保
険
料
が
当
月
末
に

引
き
落
と
さ
れ
、
保
険
料
が
月
額

50
円
割
引
と
な
る
制
度
で
す
。

　

早
割
を
申
請
す
る
と
、
翌
月
末

の
口
座
振
替
に
て
２
カ
月
分
の
保

険
料
（
従
来
の
保
険
料
と
50
円
割

引
さ
れ
た
保
険
料
）
が
引
き
落
と

さ
れ
、
そ
の
後
、
毎
月
の
保
険
料

が
50
円
割
引
と
な
り
ま
す
。

■
口
座
振
替
の
申
込
方
法

　

年
金
手
帳
、
金
融
機
関
届
出
印
、

口
座
番
号
が
分
か
る
も
の
（
預
貯

金
通
帳
な
ど
）
を
持
っ
て
、
年
金

事
務
所
、
市
役
所
、
口
座
を
お
持

ち
の
金
融
機
関
の
い
ず
れ
か
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
の
前
納
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
３
月
８
日
㈪
ま
で
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
す
で

に
口
座
振
替
で
前
納
さ
れ
て
い

る
方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
合
せ

○
新
居
浜
年
金
事
務
所

　

国
民
年
金
課

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

３
５

－

１
３
６
８

○
市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課

　

年
金
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－
５
２

－

１
３
８
３

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
保
険
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

３
月
１
日
現
在
で
、
新
た
に
登

録
さ
れ
る
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。

■
新
規
登
録
者

　

平
成
元
年
12
月
３
日
～
平
成
２

年
３
月
２
日
に
生
ま
れ
た
方
お
よ

び
平
成
21
年
９
月
２
日
～
同
年
12

月
１
日
に
転
入
の
届
出
を
し
た
方

で
、
平
成
22
年
３
月
１
日
現
在
に

お
い
て
、
平
成
21
年
12
月
２
日
か

ら
引
き
続
き
西
条
市
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方
。

■
縦
覧
期
間

　

３
月
３
日
㈬
～
７
日
㈰

　

８
時
30
分
～
17
時

■
縦
覧
場
所　

市
庁
舎
別
館
３
階

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
６
３

　

有
効
期
限
が
「
平
成
22
年
3
月

31
日
」
の
介
護
保
険
被
保
険
者
証

を
お
持
ち
の
方
へ
、
3
月
末
ま
で

に
新
し
い
被
保
険
者
証
を
郵
送
し

ま
す
。
４
月
か
ら
は
新
し
い
被
保

険
者
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
や

既
に
有
効
期
限
の
記
載
さ
れ
て
い

な
い
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
引
き
続
き
現
在
お
持
ち
の
被

保
険
者
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
高
齢
介
護
課

　

介
護
総
務
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
１
９

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
、
新

た
に
「
肝
臓
機
能
障
害
」
が
身
体

障
害
者
手
帳
の
障
害
種
別
に
追
加

さ
れ
ま
す
。
手
帳
の
交
付
認
定
に

は
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

申
請
に
当
た
っ
て
は
、
か
か
り
つ

け
医
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

　

重
症
の
肝
硬
変
を
患
っ
て
い
る

方
や
、
肝
臓
移
植
後
の
抗
免
疫
療

法
を
受
け
て
い
る
方
な
ど
で
、
身

体
障
害
者
福
祉
法
に
定
め
る
障
害

程
度
に
合
致
し
て
い
る
方

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課

　

障
害
者
福
祉
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

母
子
家
庭
や
両
親
の
い
な
い
世

帯
で
、
今
春
、
小
・
中
学
校
に
入

学
さ
れ
る
児
童
が
い
る
保
護
者
の

方
へ
入
学
祝
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

該
当
者
に
は
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
３
月
８
日
㈪
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
が
届
か
な

い
場
合
や
、
入
学
時
ま
で
に
母
子

家
庭
な
ど
に
な
ら
れ
た
場
合
は
、

担
当
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
提
出
先

○
市
庁
舎
別
館
女
性
児
童
福
祉
課

　

女
性
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
７
３

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
・
早

割
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

３
月
定
時
登
録
に
よ
る
選
挙
人

名
簿
新
規
登
録
者
の
縦
覧

介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新

母
子
家
庭
等
の
新
入
学
児
童
へ

入
学
祝
金
を
支
給
し
ま
す

身
体
障
害
者
手
帳
の
障
害
種
別
に

「
肝
臓
機
能
障
害
」
を
追
加

広報さいじょう　2010　3月号 �


